
【
事
例
①
】

独
り
身
の
叔
父
（
父
の
弟
）
が
亡
く
な
っ
た
。

自
分
は
兄
と
２
人
兄
弟
だ
が
、
父
亡
き
後
、
自
分

が
叔
父
の
身
の
回
り
の
面
倒
を
見
て
き
た
の
で
、

叔
父
の
遺
産
（
預
貯
金
）
を
相
続
し
た
い
。

叔
父
は
６
人
兄
弟
で
、
生
存
す
る
４
人
は
相
続

放
棄
し
て
も
良
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
父
の
代
襲

相
続
人
で
あ
る
自
分
の
兄
が
叔
父
の
葬
儀
後
に
全

く
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ど
の
よ
う
な
手
続
を
と
っ
た
ら
よ
い
か
。

叔
父
の
兄
弟
４
人
が
相
続
放
棄
し
て
も
、
相
続
人

の
１
人
が
行
方
不
明
の
た
め
手
続
が
で
き
な
い
限

り
、
相
談
者
へ
の
相
続
は
で
き
な
い
。

行
方
不
明
の
期
間
が
７
年
以
上
の
場
合
は
、
不
明

者
の
失
踪
宣
告
の
申
立
て
を
行
う
が
、
そ
れ
以
内
の

場
合
は
、
家
庭
裁
判
所
で
不
在
者
財
産
管
理
人
を
選

任
の
う
え
、
財
産
管
理
人
と
の
間
で
遺
産
分
割
の
協

議
を
行
う
。

こ
の
遺
産
分
割
協
議
は
裁
判
所
の
許
可
の
も
と
に

行
わ
れ
、
基
本
的
に
は
不
在
者
の
法
定
相
続
分
の
保

護
が
図
ら
れ
る
の
で
、
叔
父
兄
弟
４
人
が
先
行
し
て

相
続
放
棄
を
行
う
と
、
不
在
者
（
兄
）
の
法
定
相
続

分
が
増
加
す
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

相
談
者
の
相
続
分
を
多
く
確
保
し
た
い
場
合
は
、

叔
父
兄
弟
４
人
か
ら
相
続
放
棄
に
代
え
て
相
続
分
の

譲
渡
を
受
け
る
方
法
が
あ
る
。

○
不
在
者
財
産
管
理
人

従
来
の
住
所
又
は
居
所
を
去

り
、
容
易
に
戻
る
見
込
み
の
な
い
者
（
不
在
者
）
に
財

産
管
理
人
が
い
な
い
場
合
に
、
家
庭
裁
判
所
は
、
申
立

て
に
よ
り
、
不
在
者
自
身
や
不
在
者
の
財
産
に
つ
い
て

利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、

財
産
管
理
人
選
任
等
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
選
任
さ
れ
た

不
在
者
財
産
管
理
人
は
、
不
在
者
の
財
産
を
管
理
、
保
存
す
る
他
、

家
庭
裁
判
所
の
権
限
外
行
為
許
可
を
得
た
上
で
、
不
在
者
に
代
わ
っ

て
遺
産
分
割
、
不
動
産
の
売
却
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
不
在
者
財
産
管
理
人
に
は
特
別
な
資
格
は
必
要
な

い
が
、
物
事
の
処
理
を
客
観
的
に
で
き
る
人
が
望
ま
し
く
、

専
門
家
（
弁
護
士
、
司
法
書
士
な
ど
）
を
候
補
者
と
し
て
推

薦
す
る
こ
と
が
多
い
。

○
代
襲
相
続

被
相
続
人
の
相
続
開
始
以
前
に
本
来
で
あ
れ
ば
相

続
人
と
な
る
べ
き
者
（
法
定
相
続
人
）
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
者
の
代
わ
り
に
、
そ
の
直
系
卑
属
が
相
続
人
と
な
る
こ
と
。

代
襲
相
続
は
、
子
が
相
続
人
と
な
る
場
合
と
、
兄
弟
姉
妹
が
相
続

人
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
子
が
相
続
人
の
場
合
は
、
被
相
続
人
か

ら
見
た
孫
が
代
襲
相
続
人
と
な
り
、
兄
弟
姉
妹
が
相
続
人
の
場
合

は
、
被
相
続
人
か
ら
見
た
甥
や
姪
が
代
襲
相
続
人
に
な
る
。
但
し
、

子
が
相
続
人
の
場
合
は
、
そ
の
者
の
子
（
被
相
続
人
か
ら
み
た
孫
）

が
亡
く
な
っ
て
い
て
も
、
さ
ら
に
そ
の
子
（
被
相
続
人
か
ら
み
た

曾
孫
）
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
者
に
も
代
襲
相
続
が
認
め
ら
れ
る

（
再
代
襲
）
が
、
兄
弟
姉
妹
の
場
合
は
そ
の
子
（
被
相
続
人
か
ら

み
た
甥
あ
る
い
は
姪
）
ま
で
し
か
代
襲
相
続
は
認
め
ら
れ
な
い
。

○
代
襲
相
続
の
原
因
は
、
前
述
の
法
定
相
続
人
死
亡
に
よ
る
他
、

「
相
続
欠
格
」
と
「
相
続
人
の
廃
除
」
も
原
因
と
な
る
。

○
代
襲
相
続
人
の
相
続
分

代
襲
相
続
人
は
被
代
襲
者
の
相
続

分
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
。
同
一
の
被
代
襲
者
に
複
数
の
代
襲

相
続
人
が
い
る
時
は
、
被
代
襲
者
の
相
続
分
を
均
分
す
る
。

○
相
続
分
の
譲
渡

自
分
の
法
定
相
続
分
を
遺
産
分
割
の
前

に
、
他
の
相
続
人
又
は
第
三
者
に
、
有
償
・
無
償
を
問
わ
ず

譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
相
続
分
を
譲
渡
し
た
者

は
相
続
人
と
し
て
の
地
位
を
失
う
が
、
債
務
に
つ
い
て
は
、

債
権
者
を
害
さ
な
い
た
め
に
譲
渡
後
も
譲
受
人
と
並
ん
で
債

権
者
に
対
し
て
責
務
を
負
う
。

【
事
例
②
】

自
己
破
産
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
が
、

自
己
破
産
を
す
る
と
、
今
後
生
き
て
い
く
上
で
、

そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
あ
る
の
か
、
そ
の
デ
メ
リ

ッ
ト
を
教
え
て
欲
し
い
。

自
己
破
産
に
よ
る
不
利
益
は
、
基
本
的
に
は
次
の

通
り
。
そ
れ
以
外
の
不
利
益
は
な
い
。

①
各
種
の
公
法
上
、
会
社
法
上
、
民
法
上
の
資
格

制
限
を
受
け
、
破
産
者
は
、
弁
護
士
・
公
認
会
計

士
・
司
法
書
士
・
税
理
士
・
行
政
書
士
・
宅
地
建
物

取
引
主
任
者
・
株
式
（
有
限
）
会
社
の
役
員
な
ど

の
仕
事
に
就
け
な
く
な
る
。

但
し
、
免
責
決
定
が
確
定
す
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
資
格
制
限
は
な
く
な
る
。

②
主
要
な
財
産
は
換
価
処
分
さ
れ
る
。

但
し
、通
常
の
生
活
に
必
要
な
家
財
道
具
や
、

99
万
円
以
下
の
現
金
・
預
貯
金
、
及
び
20
万
円

以
下
の
財
産（
例
え
ば
保
険
解
約
返
戻
金
な
ど
）

は
換
価
処
分
の
対
象
と
さ
れ
な
い
。

③
信
用
情
報
機
関
に
事
故
情
報
と
し
て
登
録
さ
れ

る（
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
る
）。

ブ
ラ
ッ
ク
情
報
が
抹
消
さ
れ
る
ま
で
大
体
５

年
〜
７
年
位
か
か
る
。
借
入
額
や
返
済
期
間
に

よ
っ
て
は
例
外
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
間
は
基

本
的
に
金
融
業
者
か
ら
の
融
資
は
受
け
ら
れ
な

い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と
も

で
き
な
く
な
る
。

○
破
産
宣
告
が
確
定
す
る
と
、
本
籍
地
の
市
区
町

村
役
場
の
破
産
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
官
報
で
公

告
さ
れ
る
が
、
一
般
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
は

ま
ず
な
い
。
戸
籍
に
は
記
載
さ
れ
な
い
し
、
選
挙

権
が
な
く
な
る
こ
と
も
な
い
。
な
お
、
破
産
者
名

簿
の
記
載
は
免
責
が
確
定
す
れ
ば
抹
消
さ
れ
る
。

Ｑ
　
家
族
に
秘
密
で
破
産
で
き
る
か
、
家
族
に
返

済
義
務
は
？

Ａ
　
申
立
時
の
添
付
書
類
に
同
居
人
の
収
入
証
明
書
が

必
要
で
あ
り
、
同
居
人
に
秘
密
で
進
め
る
こ
と
は

難
し
い
。
免
責
後
の
生
活
再
建
の
た
め
に
も
家
族

の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
。
な
お
、
債
務
者
の
保

証
人
と
な
っ
て
い
な
い
限
り
、
他
の
家
族
に
支
払

義
務
は
な
い
。
債
務
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
よ

う
な
場
合
で
も
同
様
。

Ｑ
　
会
社
に
秘
密
で
破
産
で
き
る
か
？

Ａ
　
破
産
手
続
開
始
決
定
前
に
給
料
に
対
す
る
差
押
え

を
受
け
た
場
合
に
は
、
債
権
差
押
命
令
が
会
社
に

送
達
さ
れ
る
。
差
押
え
が
か
か
る
前
な
ら
対
応
が

可
能
な
の
で
、
専
門
家
（
弁
護
士
や
司
法
書
士
）

に
相
談
を
す
る
こ
と
。な
お
、
事
業
主
は
破
産
を
理

由
に
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ｑ
　
自
己
破
産
す
る
と
、
今
ま
で
通
り
の
生
活
を

続
け
ら
れ
な
く
な
る
の
か
？

Ａ
　
破
産
申
立
の
９
割
以
上
が
同
時
廃
止
に
よ
り
終
了

す
る
（
破
産
手
続
き
を
進
め
て
も
換
価
で
き
る
財

産
が
な
い
の
で
意
味
が
な
い
た
め
。
そ
の
後
は
免

責
手
続
き
に
進
ん
で
い
く
）。
従
っ
て
こ
の
場
合

に
は
、
破
産
者
の
財
産
が
差
押
え
ら
れ
る
こ
と
も

な
い
。
仮
に
、
め
ぼ
し
い
財
産
が
あ
っ
て
管
財
事

件
（
破
産
者
の
財
産
の
換
価
処
分
等
を
行
う
た
め

破
産
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
）
と
な
っ
た
場
合
で

も
、
破
産
者
の
通
常
の
生
活
に
必
要
な
家
財
道
具

（
衣
類
・
家
具
・
台
所
用
品
・
日
常
電
化
製
品
等
）

は
処
分
の
対
象
外
な
の
で
、
通
常
の
生
活
を
続
け

る
こ
と
は
充
分
に
可
能
。

Ｑ
　
自
己
破
産
す
る
と
保
証
人
に
迷
惑
が
掛
ら
な

い
か
？

Ａ
　
破
産
免
責
の
効
力
は
保
証
人
に
は
及
ば
な
い
。
従

っ
て
、
破
産
者
の
免
責
後
も
保
証
人
は
債
務
の
支

払
義
務
を
負
う
。
時
に
は
、
保
証
人
も
債
務
整
理

を
検
討
す
べ
き
場
合
も
生
じ
る
。

平
日
相
談
は
月
80
〜
１
３
０
件
、
３
人
の
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
で
対
応
し
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
解
決
で
き
る

問
題
、
専
門
家
や
専
門
機
関
を
紹
介
し
て
解
決
で
き

る
問
題
、
人
間
関
係
が
複
雑
に
絡
み

つ
い
た
難
し
い
問
題
な
ど
相
談
内
容

は
幅
広
く
様
々
で
す
。

一
人
で
も
多
く
の
方
の
悩
み
が
解
決

で
き
る
よ
う
、
地
域
で
も
相
談
窓
口
を

設
け
取
組
み
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
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県
労
福
協
「
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
”ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
“」

は
、
毎
月
第
２
土
曜
日
が
専
門
家
相
談
員
に
よ
る
相
談
日
で
す
。

今
号
は
、
北
川
哲
男
司
法
書
士
の
相
談
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

併
せ
て
、
も
し
も
自
己
破
産
に
陥
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、

そ
ん
な
疑
問
に
判
り
易
く
「
Ｑ
＆
Ａ
」
方
式
で
お
答
え
し
ま
す
。

「
不
在
者
財
産
管
理
人
」

【
回
答
】

【
回
答
】「

破
産
宣
告
の
確
定
」

自
己
破
産
の
Ｑ
＆
Ａ


